
議案第39号 

 

備前市消防団の定員、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

備前市消防団の定員、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

る。 

 

 

令和5年2月20日提出 

 

備前市長 𠮷 村 武 司 

 

 

 

 

 

備前市条例第 号 

 

備前市消防団の定員、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例 

 

備前市消防団の定員、給与、服務等に関する条例(平成17年備前市条例第224号)の一部を次の

ように改正する。 

 

第4条第3号中「者」を「者。」に改め、同号に次のただし書を加える。 

ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 

第12条第1項中「団員に」を「団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とし」に改め、同項に次

のただし書を加える。 

ただし、当該年度において活動実績がない団員に対する年額報酬は、不支給とすることが

できる。 

第12条第2項を削り、同条第3項中「新たに」を「前項の規定により年額報酬を支給する場合

において、新たに」に改め、同項を同条第2項とする。 

第13条第1項中「水火災、警戒、訓練等」を「機械整備」に改める。 

別表第1を次のように改める。 
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別表第1(第12条関係) 

区分 階級 支給額 

年額報酬 団長 119,000円

副団長 81,000円

分団長 65,000円

副分団長 45,500円

部長 37,000円

班長 37,000円

団員 36,500円

災害出動報酬 全ての階級 1日につき 8,000円

(4時間未満の場合 4,000円)

訓練出動報酬 全ての階級 1日につき 2,000円

警戒出動報酬 全ての階級 1日につき 2,000円

その他出動報酬 全ての階級 1日につき 2,000円

別表第2出動手当の項、訓練手当の項及び警戒手当の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和5年4月1日から施行する。 
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